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（議案第１号 説明資料） 

 
士幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 

 

令和元年５月３１日に「戸籍法の一部を改正する法律」が公布さ

れ、利便性の向上と、戸籍事務の効率化を図るために全国市区町村の

戸籍情報を連携させる新たな戸籍情報連携システムを構築し、５年以

内に施行することとされた。 

改正法が施行されることに伴い、戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸

籍謄本の広域交付並びに戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号の発

行の事務が創設されることから、これらの事務に対応するため、条例

の改正を行う。 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）戸籍謄本等の広域交付に伴い、「戸籍（除籍）の全部事項証明書

若しくは個人事項証明書」という表記を「戸籍（除籍）証明書」

に改め、広域交付に係る手数料は戸籍謄本等の交付手数料と同額

とします。 

（２）戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号（パスワード）の発行事

務に係る手数料（総務省の示す基準額に基づき設定）の創設 

① 戸籍電子証明書提供用識別符号の交付 

１件あたり手数料４００円 

② 除籍電子証明書提供用識別符号の交付 

１件あたり手数料７００円 

 

※戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号 

 市区町村の窓口で交付された戸籍（除籍）電子証明書提供用識

別符号を行政機関に提出することにより、戸籍謄本等の提出を省

略することが可能となる。 

 

２ 施行期日 

  令和６年３月１日 
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議
案
第
１
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
43
年
条
例
第
６
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

別
表
 

別
表
 

種
別
 

単
位
 

金
額
 

（
１
）
 
戸
籍
謄
抄
本
又
は
戸
籍
証
明
書
の
交

 
付
 

 

１
件
 

45
0円

（
２
）
 
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号

の
交
付
 

１
件
 

40
0円

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
で
請
求
・
発
行
を
行
う
場

合
及
び
同
一
事
項
の
戸
籍
の
謄
本

若
し
く
は
抄
本
又
は
戸
籍
証
明
書

と
同
時
に
請
求
す
る
場
合
は
手
数

料
を
徴
収
し
な
い
。
）
 

（
３
）
 
除
籍
謄
抄
本
又
は
除
籍
証
明
書
の
交

 
付
 

 

１
件
 

75
0円

（
４
）
 
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号

の
交
付
 

１
件
 

70
0円

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
で
請
求
・
発
行
を
行
う
場

合
及
び
同
一
事
項
の
除
籍
の
謄
本

若
し
く
は
抄
本
又
は
除
籍
証
明
書

と
同
時
に
請
求
す
る
場
合
は
手
数

料
を
徴
収
し
な
い
。
）
 
 
 
 
 

（
５
）
～
（
34
）
 
（
略
）
 

 

 

 

種
別
 

単
位
 

金
額
 

（
１
）
 
戸
籍
謄
抄
本
又
は
戸
籍
の
全
部
事
項

証
明
書
若
し
く
は
個
人
事
項
証
明
書
の
交

付
 

１
件
 

45
0円

       

 

（
２
）
 
除
籍
謄
抄
本
又
は
除
籍
の
全
部
事
項

証
明
書
若
し
く
は
個
人
事
項
証
明
書
の
交

付
 

１
件
 

75
0円

       

 

（
３
）
～
（
32
）
 
（
略
）
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３
款
 
民
生
費
 
１
項
 
社
会
福
祉
費
 
１
目
 
社
会
福
祉
総
務
費
 
 
事
業
費
 
 
２
０
，
０
０
０
千
円
 
 
 
事
務
費
 
 
２
７
２
千
円
 

 

『
低
所
得
者
支
援
及
び
定
額
減
税
補
足
給
付
金
事

業
』
 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
等
の
物
価
高
騰
に
直
面
す
る
低
所
得
世
帯
に
給
付
金
を
交
付
し
、
経
済
的
な
負
担
軽
減
を
図
り
ま
す
。
 

（
基
準
日
：
令
和
５
年

１
２

月
１

日
）
 

区 分
 

支
給

対
象
者
 

支
給

額
 

予
算

計
上
額
 

基
本

額
 

加
算

額
 

国 事 業
 

住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
 

（
世
帯
の
全
員
が
課
税
者
か
ら
扶
養

さ
れ
て
い
る
世
帯
を
除
く
）
 

３
万

円
/
世

帯
（

６
月
議
会
補
正
）
 

７
万

円
/
世

帯
（

１
２
月
議
会
補
正

）
 

５
万

円
/
１
児
童
 

（
対
象
：
６
１
人
）
 

事
業

費
 

３
，
０
５
０

千
円
 

事
務

費
 

２
８

千
円
 

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
 

（
世
帯
の
全
員
が
課
税
者
か
ら
扶
養

さ
れ
て
い
る
世
帯
を
除
く
）
 

１
０

万
円
/
世
帯
 

（
対
象
：
１
２
８
世
帯
）
 

５
万

円
/
１
児
童
 

（
対
象
：
１
２
人
）
 

事
業

費
 

１
３

,４
０

０
千

円
 

事
務

費
 

１
９

４
千
円
 

※
加
算
額
に
お
け
る
算
定
基
準
は
、
平
成
１
７
年
４
月
２
日
～
令
和
６
年
３
月
３
１
日
の
間
に
出
生
し
た
子
。
 

以
下

、
課
税
者
に
よ
る
扶
養
に
よ
っ
て
上
記
の

国
の
給
付
事
業
に
該
当
し
な

い
世
帯

 

町 単 独 事 業
 

住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
 

３
万

円
/
世

帯
（

６
月
議
会
補
正
）
 

５
万

円
/
１
児
童
 

（
対
象
：
８
人
）
 

事
業

費
 

２
,
８
６

０
千
円
 

３
万

円
/
世

帯
 

（
対
象
：
８
２
世
帯
）
 

事
務

費
 

４
１

千
円
 

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
 

６
万

円
/
世

帯
 

（
対
象
：
９
世
帯
）
 

５
万

円
/
１
児
童
 

（
対
象
：
３
人
）
 

事
業

費
 

６
９

０
千
円
 

事
務

費
 

９
千

円
 

※
加
算
額
に
お
け
る
算
定
基
準
は
、
平
成
１
７
年
４
月
２
日
～
令
和
６
年
３
月
３
１
日
の
間
に
出
生
し
た
子
。
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３
款

 
民

生
費

 
１

項
 

社
会

福
祉

費
 

１
目

 
社

会
福

祉
総

務
費

 
 

事
業

費
 

 
２

，
０

０
０

千
円

 
 

 
事

務
費

 
 

１
２

９
千

円
 

 

『
冬
期
暖
房
費
助
成
事
業
（
追
加
給
付
分
）
』
 

 

冬
期
間
の
暖
房
費
を
助
成
し
、
一
定
所
得
以
下
の
世
帯
の
経
済
的
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で

あ
り

、
先
般
９

月
に

補
正

し
た

臨
時
冬
期
暖
房
費
助
成

の
内
容
を
見
直
し
し
、
次
の
と
お
り
追
加
支
給
す
る
。
 

  
 

 こ
れ

ま
で

、
灯
油

価
格

が
高

騰
し
た
年

に
限

り
支

給
し
て
き

た
が

、
昨
今

電
気
等

を
含

め
た

エ
ネ
ル
ギ

ー
価

格
が

恒
常
的
に

高
止
ま
り

し

て
い

る
こ
と

か
ら
内
容

を
見

直
し

、
ま

た
既
に

支
給

済
み

の
今
年
度
分

助
成
金
に
つ
い
て
も

下
記
の
例
に
よ
り
再
計
算
し

遡
及
し
て

追
加

支

給
す
る
も
の
。
 

  
◇
対
象
世
帯
 

 
 

 
従
前
と
同
一
 

 

◇
助

成
額
 

助
成

額
は

、
灯

油
基
準

単
価

を
１

リ
ッ
ト
ル
当
た
り
８

０
円
（
税

込
み

）
と
し

、
当
該

年
度

の
９

月
１
日
か
ら

１
０
月

３
０
日
ま
で
の

町
内
販
売
事
業
所
に
お
け
る

１
リ

ッ
ト
ル
当

た
り

の
最

高
販
売
単

価
（

税
込

み
）
と
の

差
額

を
計

算
し
た
額

に
対

し
、
灯
油

５
０
０

リ
ッ

ト
ル
分
を
か
け
た
額
を
現
金
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
た
だ
し
、
こ
の
計
算
に
よ
る
助
成
額
が
５
，
０
０
０
円

未
満
の
場
合
は
支
給
せ
ず
、
ま
た
助
成
額
の
上
限

も
２

０
，

０
０

０
円

と
す

る
。
 

例
：
令
和
５
年
度
の
場
合

９
月
１
日
時
点
の
灯
油
単
価
が
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り

１
２
６
円
だ
っ
た
こ
と
か
ら

 

 
 

 
（
１
２
６
円
‐

８
０

円
）

×
５
０
０
リ
ッ
ト
ル

＝
２
３
，
０
０
０
円

 
→
 
２
０
，
０
０
０
円
（
上
限
額
）
 

既
に

１
世
帯

１
５
，
０
０
０
円
支
給
済
み
の
た
め

５
，
０
０
０
円

を
追
加
支
給

 

 

 
◇
想
定
世
帯
数
：
４

０
０

件
 

  
◇

予
算
計
上
額
：
事

業
費

 
２
，
０
０
０

千
円
 

 
 
 
 
 
 

 
 
事

務
費

 
 

 
１
２
９

千
円

（
郵
送
料
、
振
込
手
数
料
）
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